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目 次 

規則 
○ 埼玉県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（住宅課） 

告示 
○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定施術機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ さいたま都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る図書の写しの

縦覧（都市計画課） 

○ さいたま都市計画区域区分の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 幸手都市計画事業宮代和戸横町地区土地区画整理事業の換地処分の公告（市街地整備

課） 

○ 埼玉県証紙指定売りさばき人の指定（出納総務課） 

○ 県道さいたま幸手線の区域の変更（杉戸県土整備事務所） 
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○ 荒川右岸流域下水道終末処理場下水汚泥固形燃料化施設維持管理業務委託に関する落

札者等の公示（荒川右岸下水道事務所） 

○ 直接請求のための署名収集の禁止（選挙管理委員会） 

○ 選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

 

 



規

則 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
一
二
七
の
項
中
「
四
三
・
九
七
」
を
「
二
九
・
八
八
」
に
、
「
一
八
〇
」
を
「
二
二
八
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

医
療
法
人
社
団
ｔ
ｏ 

Ｕ 

た
な
歯
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ 

Ｃ
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ 

Ｔ
Ｏ
Ｄ

Ａ 谷
塚
こ
こ
ろ
の
ク
リ

ニ
ッ
ク 

さ
く
ら
整
形
外
科 

菅
原
レ
デ
ィ
ー
ス
ク

リ
ニ
ッ
ク 

か
す
か
べ
消
化
器
内

科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

医
療
法
人
社
団
ｔ

ｏ 

Ｕ 

医
療
法
人
翔
誠
会 

屬 

健
一 

医
療
法
人
至
大
会 

菅
原 

新
博 

医
療
法
人
快
成
会 

開 

設 

者 

名 

坂
戸
市
末
広
町
一
―
一 

二
階 

戸
田
市
本
町
四
―
一
六
―
一
七 

草

加

市

谷

塚

一

―

二

一

―

一 

メ
ル
ヘ
ン
シ
ャ
ト
ー
草
加
一
〇
二 

草
加
市
谷
塚
上
町
二
三
五
―
一 

草
加
市
氷
川
町
二
一
一
八
―
三

五 春
日
部
市
谷
原
新
田
二
一
七
七

―
一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
一
月

一
日 

令
和
四
年
十
一

月
一
日 

令
和
四
年
十
一

月
一
日 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

指

定

年

月

日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

Ｓ

Ｏ

Ｍ

Ｐ

Ｏ

ケ

ア 

久
喜 

訪
問
看
護 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
所

沢
東
狭
山
ケ
丘
店 

ド
ラ
ッ
グ
セ
イ
ム
ス

志
木
中
宗
岡
４
丁
目

薬
局 

フ
ァ
イ
ン
薬
局 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア

株
式
会
社 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

株
式
会
社
富
士
薬

品 株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 

久
喜
市
久
喜
中
央
四
―
九
―
五
〇 

第
三 

三
髙
ビ
ル
二
〇
四 

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
三
―
二
八
九

〇
―
四 

志
木
市
中
宗
岡
四
―
一
―
一
四 

八
潮
市
大
瀬
一
―
一
―
三
フ
レ
ス

ポ
八
潮
二
Ｆ 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
一
月

一
日 

令
和
四
年
十
一

月
二
十
一
日 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

中
島 

貴
広 

山
田 

義
貴 

井
上 

有
紗 

町
田 

拓
人 

吉
田 

憲
史 

氏 
 

名 

     

住 

所 

ハ
ー
ト
フ
ル
鍼
灸

治
療
院 

大
宮 

ベ

ア

ー

ズ

接

骨

院

・

鍼

灸

院 
 

東
松
山
店 

結 

マ
ッ
サ
ー
ジ

治
療
院 

接
骨
院
：
え
ん 

恵
真
堂
鍼
灸
整
骨

院 

土
呂
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
三
―

二
一
四
―
二
第
二
島
村
ハ
イ
ツ

一
〇
一 

東
松
山
市
小
松
原
町
一
一
―
二 

西
友
東
松
山
店
内
一
階 

熊
谷
市
玉
井
二
―
二
―
一 

本
庄
市
朝
日
町
三
―
七
―
一
四 

さ
い
た
ま
市
北
区
土
呂
町
一
―

三
―
一
〇 

 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
一
月

一
日 

指

定

年

月

日 



  

大
澤 

藍 

石
塚 

文
香 

打
川 

亨 

兒
玉 

佳
也 

    

ア
ー
ス
ケ
ア
か
つ

し
か
は
り
灸
マ
ッ

サ
ー
ジ
院 

訪

問

鍼

灸

按

摩 
ア
ッ
ト
ウ
ォ
ー
ミ

ー
戸
田 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
越

谷
間
久
里
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

ハ
ー
ト
フ
ル
鍼
灸

マ
ッ
サ
ー
ジ
院 

東
京
都
葛
飾
区
立
石
六
―
一
六

―
二
―
九
〇
五 

戸
田
市
氷
川
町
三
―
一
―
一
二 

越
谷
市
下
間
久
里
九
六
―
四
松

崎
ビ
ル
一
Ｆ 

さ
い
た
ま
市
桜
区
西
堀
八
―
一

四
―
二
三 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
一
月

四
日 

令
和
五
年
一
月

十
六
日 

令
和
四
年
十
二

月
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の

と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

蔭
山 

拓
真 

大
塚 

博
孝 

氏

名 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

変

更

事

項 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

加
須
市
旗
井
一
七
四

三
―
二 

Ｍ
ｉ
ｏ
鍼
灸
整
骨
院 

東
京
都
港
区
港
南
四

―
二
―
六
シ
テ
ィ
ー
タ

ワ
ー
品
川
二
〇
二 

こ
う
な
ん
整
骨
院 

変

更

前 

春
日
部
市
緑
町
六
―

一
二
―
一
二
リ
ベ
ル
テ

メ
ゾ
ン
Ｂ
二
〇
二 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ
Ｇ
Ｅ

Ｎ
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｕ
Ｎ
春
日
部 

久
喜
市
伊
坂
北
一
―

七
―
二 

ｍ
ｉ
ｏ
鍼
灸
整
骨
院 

加
須
市
旗
井
一
七
四

三
―
二 

Ｍ
ｉ
ｏ
鍼
灸
整
骨
院 

変

更

後 



 

松
下 

宗
馬 

氏

名 

施
術
所 

変

更

事

項 

所
在
地 

名

称 

さ
い
た
ま
市
北
区
日
進

町
二
―
七
六
四
―
二 

は
っ
と
り
は
り
・
き
ゅ

う
接
骨
院
（
日
進
院
） 

変

更

前 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
三

橋
一
―
七
二
二
―
一

〇
一 

は
っ
と
り
は
り
き
ゅ
う

院
（
な
み
き
院
） 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

ド

ラ

ッ

グ

セ

イ

ム

ス 

中
宗
岡
１
丁
目
薬
局 

フ
ァ
イ
ン
薬
局 

た
な
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

宇
野
澤
歯
科
医
院 

さ
く
ら
整
形
外
科 

医

療

法

人 

賢

仁

会 

草
加
菅
原
レ
デ
ィ
ー
ス

ク
リ
ニ
ッ
ク 

か
す
か
べ
消
化
器
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 

称 

志
木
市
中
宗
岡
一
―
九
―
三
七 

八
潮
市
大
瀬
一
―
一
―
三
フ
レ
ス
ポ
八
潮
二

Ｆ 坂
戸
市
末
広
町
一
―
一
（
二
階
） 

飯
能
市
虎
秀
五
四
二 

草
加
市
谷
塚
上
町
二
三
五
―
一 

草
加
市
氷
川
町
二
一
一
八
―
三
五 

春
日
部
市
谷
原
新
田
二
一
七
七
―
一 

所 
在 

地 

令
和
四
年
十
一
月
二

十
日 

令
和
四
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
四
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
四
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
四
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
四
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
四
年
十
一
月
三

十
日 

廃
止
年
月
日 



 

マ
ツ
モ
ト
薬
局 

熊
谷
市
石
原
三
―
二
六
八
―
二 

令
和
二
年
六
月
十
五

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

ら
ん
ざ
ん
苑
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム 

名
称 

比
企
郡
嵐
山
町

越
畑
一
三
三
〇 

所
在
地 

社
会
福
祉
法
人

晃
樹
会 

開
設
者
名 

介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
四
年
十
二
月

一
日 指

定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

け
あ
ビ
ジ
ョ
ン
深
谷 

名
称 

事
業
所
所

在
地 

変
更
事
項 

深
谷
市
西
島
町

二
―
一
〇
―
三

大
里
ビ
ル
二
Ｆ 

 
 

 
 

 

変
更
前 

深
谷
市
萱
場
二

二
五
―
一
一
根

岸
ビ
ル
一
階 

 
変
更
後 

訪
問
介
護 

 

居
宅
介
護
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

        

     

ド
ラ
ッ
グ
セ
イ
ム
ス 

中
宗
岡
１
丁
目
薬
局 

名
称 

志
木
市
中
宗
岡
一

―
九
―
三
七 

所
在
地 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
四
年
十
一
月
二

十
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｓ
Ｐ
共
同
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
緑
町
一
丁
目
二
番 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
八
九
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
八
九
台 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
建
物
内
地
下
駐
車
場 

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
井
リ
パ
ー
ク
駐
車
場 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
建
物
内
地
下
駐
車
場 

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｋ
，
Ｓ
パ
ー
ク
駐
車
場
第
四
駐
車
場 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

十
五
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

十
五
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
二
月
十
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
一
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

北
上
尾
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
緑
丘
三
―
十
九
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ 

代
表
取
締
役 

大
原
孝
治 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
―
十
九
―
十 

外 
計
二
十
一
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ 

代
表
取
締
役 

吉
田
直
樹 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
―
十
九
―
十 

外 

計
十
六
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
一
月
二
十
八
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
一
月
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

和
光
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

 
 

 

埼
玉
県
和
光
市
丸
山
台
一
丁
目
九
番
三
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
和
光
都
市
開
発
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
中
野
伸
寿 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
地
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
和
光
都
市
開
発
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

廣
重
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
地
一
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

代
表
取
締
役 

三
枝
富
博 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

外 

計
十
三
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

代
表
取
締
役 

山
本
哲
也 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

外 

計
十
一
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
六
月
二
十
九
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
一
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
四
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の

写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
五
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
六
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
大

和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社
か
ら
幸
手
都
市
計
画
事
業
宮
代
和
戸
横
町
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に

つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
七
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
二
千
百
五
十
七
番
地
九 

ハ
ウ
ス
ユ
ニ
オ
ン
Ａ
一
〇
三
号 

 
 

 
 

木
幡 

正
哉 

二 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 
 

 
 

 

宏 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

さ
い
た
ま
幸
手
線 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
国
納
字
丸
屋
二
七

三
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
国
納
字

沼
端
三
一
一
番
九
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

八
・
二
三
～ 

 

二
〇
・
〇
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

一
五
四
・
四
六 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令
和
三
年
十
一
月
九
日
付
け
埼
玉
県
杉

戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号

の
道
路
予
定
区
域
の
一
部
変
更
で
あ
る
。 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

今

成

貞

昭 



１ 特定役務の名称及び数量 

  荒川右岸流域下水道終末処理場下水汚泥固形燃料化施設維持管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  荒川右岸下水道事務所 設備担当 埼玉県和光市新倉６丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和４年 12 月 13 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東芝インフラシステムズ・ＪＦＥエンジニアリング共同企業体 

  代表構成員 

  東芝インフラシステムズ株式会社 北関東支店 

  埼玉県さいたま市大宮区宮町１丁目 114 番地１ 

  構成員 

  ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

  神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目１番地 

５ 落札金額 

  維持管理業務 4,235,000,000 円 

  燃料化物買取単価 １t あたり、110 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 公示を行った日 

  令和４年 11 月 1 日 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
号 

 
埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
が
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
た
め
、
同
法
施
行
令
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
五
年
二
月
八
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
九

日
ま
で
の
間
、
埼
玉
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
、

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
及
び
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法

律
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
す
べ
て
の
直
接
請
求
又
は
解
職
の
請
求
の
た
め
の
署
名
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

一 

日
時 

令
和
五
年
二
月
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
つ
い
て 

 

イ 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に 

 
 

つ
い
て 

 

ウ 

そ
の
他 
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